
● 平成25年の改定が違法と主張し、この改定に基づく自治体の保護変更決定処分の取消及び国に対する国家賠償を求めるもの
＜最高裁判決前の判決＞ 集団訴訟：勝訴（高裁５、地裁11）、敗訴（高裁７、地裁19） 個人訴訟：敗訴（地裁２） 原告: 計 約660人

⇒ 高裁判決で行政側敗訴のものは、主に、デフレ調整の指標である生活扶助相当CPI（▲4.78％）が、生活保護世帯の実
態を適切に反映しておらず、減額幅が大きくなっている等の内容で、裁量権の範囲の逸脱・濫用があった、と判示。

１. 訴訟の概況

２.最高裁判決の内容（令和７年６月27日 最高裁第三小法廷判決 ）

５

訴訟の概況及び最高裁判決の概要

・ 自治体による保護変更決定処分を取り消す。原告らの国に対する損害賠償請求を棄却する。判決主文

・ 厚生労働大臣は、生活扶助基準を改定するに当たって、専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権を有している。判断枠組み

・ 平成20年度から平成24年度までの生活扶助基準について水準均衡方式による改定が行われなかったことからすると、厚生労働大臣
が、本件改定当時、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じていると判断したことにつき、統計等の客
観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあるとはいい難い。

・ 上記不均衡を是正するために物価変動率のみを直接の指標とすることについて、基準部会等による審議検討を経ていないなど、そ
の合理性を基礎付けるに足りる専門的知見があるとは認められない。物価変動率のみを直接の指標として用いたことに、専門的知
見との整合性を欠くところがあり、この点において、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった
ものというべき。

・ 本件改定は、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範
囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法３条、８条２項に違反して違法。

デフレ調整
に係る主な判断

・ ２分の１処理を含むゆがみ調整に係る厚生労働大臣の判断に、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との
整合性に欠けるところがあるということはできない。

ゆがみ調整
に係る主な判断

・ 厚生労働大臣が、本件改定当時、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じていると判断したことにつき、
統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあるとはいい難い。

・ 平成24年８月に施行された社会保障制度改革推進法附則においても、生活扶助の給付水準の適正化その他の必要な見直しを
早急に行うものとする旨が規定されていた。加えて、物価変動率を指標とすること自体が直ちに許容されないものとはいえない。

・ 厚生労働大臣が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然とデフレ調整に係る判断をしたと認め得るような事情があった
とは認められない。

国家賠償
に係る主な判断



生活保護基準引下げ処分取消等請求訴訟 最高裁判決の概要 ①

自治体による保護変更決定処分を取り消す。原告らの国に対する損害賠償請求を棄却する。

最高裁判決の内容（令和７年６月27日 最高裁第三小法廷判決 ）

【判断枠組み】
・ （生活保護法３条・８条２項の）規定にいう最低限度の生活は、抽象的かつ相対的な概念であって、その具体的な内容は、そ

の時々における経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであり、厚生労
働大臣がこれを保護基準において具体化するに当たっては、国の財政事情を含めた多方面にわたる複雑多様な、しかも高度の専
門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするもの。

・ 厚生労働大臣は、生活扶助基準を改定するに当たり、それにより基準生活費を減額されることとなる被保護者の期待的利益につ
いての配慮の要否等を含め、専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権を有しているものというべきであり、本件改定は、その判
断に上記見地からの裁量権の範囲の逸脱又はその濫用がある場合に違法となる。

・ そして、生活扶助基準の改定の要否の判断の前提となる最低限度の生活の需要に係る評価や被保護者の期待的利益について
の配慮は、上記のような専門技術的な考察に基づいた政策的判断であるところ、これまでも生活扶助基準の改定に際しては、専
門家により構成される合議制の機関等により、各種の統計や資料等に基づく専門技術的な検討がされてきたところである。

・ これらの経緯等に鑑みると、厚生労働大臣の裁量判断の適否に係る裁判所の審理においては、主として本件改定に係る判断の
過程及び手続に過誤、欠落があるか否か等の観点から、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合
性の有無等について審査されるべき。

【デフレ調整】
・ 平成20年度から平成24年度までの生活扶助基準について水準均衡方式による改定が行われなかったことからすると、厚生労働

大臣が、本件改定当時、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じていると判断したことにつき、統計
等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあるとはいい難い。
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【デフレ調整（続き）】
・ 生活保護法８条２項の「最低限度の生活の需要を満たす」とは、生活扶助については、最低限度の消費水準を保障することを

意味するものとして理解されてきたもの。昭和59年度以降採用されてきた水準均衡方式も、一般国民の消費実態との関係にお
いて妥当な生活扶助の水準を維持しようとするもの。

・ 物価変動率は、それだけでは消費実態を把握するためのものとして限界のある指標であるといわざるを得ない。物価変動率のみ
を直接の指標として基準生活費の改定率を定めることが、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整
合性を有するものというためには、物価と最低限度の消費水準との関係や、従来の水準均衡方式による改定との連続性、整合性
の観点を含め、専門的知見に基づいた十分な説明がされる必要がある。

・ 上記不均衡を是正するために物価変動率のみを直接の指標として用いることが合理的であることについて、専門的知見に基
づいた十分な説明がされているということはできない。

・ 物価変動率を指標とすることが、一般論としては専門的知見と整合しないものではないからといって、それまで水準均衡方式に
よって改定されてきた生活扶助基準を、物価変動率のみを直接の指標として改定することが直ちに合理性を有するものというこ
とにはならないところ、上記不均衡を是正するために物価変動率のみを直接の指標とすることについて、基準部会等による審議
検討を経ていないなど、その合理性を基礎付けるに足りる専門的知見があるとは認められない。物価変動率のみを直接の指
標として用いたことに、専門的知見との整合性を欠くところがあり、この点において、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過
程及び手続には過誤、欠落があったものというべき。

・ デフレ調整が一律に4.78％も減ずるものであり、生活扶助を受給していた者の生活に大きな影響を及ぼすものであることも考慮す
ると、平成29年検証の結果によって、上記の評価は左右されない。

・ 以上によれば、本件改定は、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、その厚生労働大臣の
判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法３条、８条２項に違反して違法。
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【ゆがみ調整】
・ ２分の１処理を含むゆがみ調整に係る厚生労働大臣の判断に、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見
との整合性に欠けるところがあるということはできない。

【国家賠償】
・ 保護基準は、最低限度の生活の需要を超えないものでなければならないのであり、仮に本件改定前の生活扶助基準が上記
需要を超えたものとなっていたというのであれば、これを引き下げることは、生活保護法の規定に沿う。

・ 厚生労働大臣が、本件改定当時、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じていると判断したこと
につき、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあるとはいい難い。

・ 平成24年８月に施行された社会保障制度改革推進法附則においても、生活扶助の給付水準の適正化その他の必要な見直
しを早急に行うものとする旨が規定されていた。加えて、物価変動率を指標とすること自体が直ちに許容されないものとはいえない。

・ これらに照らせば、厚生労働大臣が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然とデフレ調整に係る判断をしたと認め得
るような事情があったとは認められない。


